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	新
	旧

	第１条から第３条まで　（略）

（特別研究申請の時期）
４　特別研究の申請は、原則として各学部教授会において特別研究者候補として決定された日から、助成基準第３条に定める締切日（実施前年度の所定の期日）までの間に、所定の手続きにより申請しなければならない。

第５条から第７条まで　（略）

（特別研究による海外研究調査出張）
８　特別研究による海外調査出張の取り扱いについては、別に定める。




	第１条から第３条まで　（略）

（特別研究申請の時期）
４　特別研究の申請は、原則として各学部教授会において特別研究者候補として決定された日から、助成基準第３条に定める締切日（実施前年度６月末日）までの間に、所定の手続きにより申請しなければならない。

第５条から第７条まで　（略）

（特別研究による海外研究調査出張）
８　特別研究による海外調査出張をする場合は、「研究所の海外調査出張に関する内規」を適用する。
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